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(57)【要約】
【課題】
　農薬散布液が作物へ均一に散布かつ付着していること
を適切に評価する方法を提供することにある。
【解決手段】
　農薬散布液の作物表面への均一な付着性を評価する方
法であって、蛍光剤を添加した農薬散布液を作物に散布
する工程（ａ）、紫外線照射することで付着蛍光剤を検
出する工程（ｂ）、及び蛍光発色分布を計測する工程（
ｃ）、からなる農薬散布液の均一付着性を評価する方法
。散布農薬液が対象作物に適切に散布されているかを評
価できる方法であるとともに、対象作物に適切に散布さ
れ得る最適な農薬散布液の選抜評価に使用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
作物表面への均一な付着性を示す農薬散布液組成物の評価方法であって、蛍光剤を添加し
た農薬散布液を作物に散布する工程（ａ）、紫外線照射することで付着蛍光剤を検出する
工程（ｂ）、及び蛍光発色分布を計測する工程（ｃ）、からなる農薬散布液の均一付着性
を評価する方法。
【請求項２】
農薬散布液組成物が農薬製剤、農薬基材、展着剤からなる群から選択されるいずれか１種
以上を含むものであり、且つ蛍光剤を２．５～４０ｇ／１０Ｌの範囲で含有する請求項１
に記載の評価方法。
【請求項３】
励起波長が３００ｎｍ～４００ｎｍの近紫外光である蛍光剤を用いる請求項１または２に
記載の評価方法。
【請求項４】
前記工程（ｃ）が写真撮影による画像処理により蛍光剤付着分布を数値化する方法である
請求項１～３のいずれか１項に記載の評価方法。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の評価方法により組成が決められた農薬散布液組成物
。
【請求項６】
請求項１～４のいずれか１項に記載の評価方法により組成が決められた展着剤、農薬基材
又は農薬製剤。
【請求項７】
請求項４記載の写真撮影の画像を用いて作物への均一付着性を評価した面積率が８％以上
であることを特長とする農薬散布液組成物、展着剤、農薬基材又は農薬製剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作物表面への均一な付着性を指標とする農薬製剤の評価方法に関し、特に蛍
光剤を添加した農薬散布液を散布することで簡便に作物への農薬製剤の付着性、付着分布
を評価する方法である。また農薬散布液において、展着剤及び／又は農薬基材及び／又は
農薬製剤の最適な組成を選抜するための評価方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　農薬散布において、農薬有効成分を作物表面に均一に付着させることは、適正な使用量
においてその農薬効果を確実に発揮させるために重要である。非特許文献１には農薬製剤
の付着均一性と害虫防除効果とに相関が見られることが報告されている。したがって農薬
の適正な使用において、農薬製剤の種類、散布濃度、散布量等の散布条件のみならず、作
物への均一付着性が農薬組成物における重要性能因子として注目されてきている。この場
合、調製した農薬散布液が作物に均一に散布され、付着していることを確認する評価方法
が求められている。
　農薬散布液の散布特性改善のために界面活性剤、高分子基材、及び有機溶剤を含む様々
な展着剤が用いられているが、農薬液の付着均一性機能を満たすものは少なく、新たな機
能性展着剤の開発が要求されている。新たな付着均一機能性展着剤の開発のためには、そ
の適切な性能評価方法が必須である。一般的な農薬散布液における農薬組成物の作物への
付着性等の評価方法としては、様々な手法が知られている。
【０００３】
　その１つとして感水紙による付着性評価が知られている。感水紙は水滴の付着した部分
が紺色に発色し、５０マイクロメートルの粒子径の水滴まで観測ができる試験紙であり、
手法が簡便であり、作物への薬剤の付着性やドリフト等の測定に広く普及している。しか



(3) JP 2010-19835 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

しながら、散布水滴が触れることですぐに反応する点では優れるが、作物表面の表皮細胞
等による散布水滴のはじきや流亡、更には水滴の広がり等に関してはほとんど観察ができ
ず、実場面での適用には欠点が多いのが現状である。そのため感水紙を用いて適切な作物
への付着性を評価することは極めて難しい。
【０００４】
　また農薬散布液を作物へ散布し、適応作物の一部もしくは全体から薬剤を抽出回収し、
薬剤の付着量を高速液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィー等で分析を行う方
法が知られている。しかしながらこの方法は分析サンプル調製が煩雑で、多くの分析検体
を評価することは困難である。さらに薬剤の付着分布の状況は把握できず、作物表面への
農薬成分の均一付着性等の評価を全体的にみることは困難であった。
【０００５】
　更には、農薬散布液を作物へ散布し、適応害虫防除率等の薬効で評価する手法も知られ
ている。しかしながら評価結果を得るまでに長時間を要し、結果は試験条件に大きく影響
を受け、客観的な評価方法とは言えない。また前記の付着量分析と同様に作物表面での付
着の状況は把握できず、展着剤及び／又は農薬基材及び／又は農薬製剤による作物表面へ
の付着性の評価を全体的にみることは困難であった。
【０００６】
　このような様々な手法の中、蛍光顔料を散布する手法による作物への付着に関する評価
方法が、非特許文献２の「蛍光検出装置による農薬付着性分布測定」で詳しく述べられて
いる。蛍光顔料に水溶性で安全性が高く、また作物へ薬害のないシンロイヒＳＷ－１１（
商品名、シンロイヒ（株）社製、蛍光顔料）を用いて、イネ、大豆、柑橘、メロンに蛍光
顔料散布を行い、３６５ｎｍの近紫外光を発するブラックライト蛍光ランプを用いて散布
蛍光顔料を検出し、微弱蛍光表面光計を用いて蛍光出力を分析し、蛍光顔料付着量を求め
ている。
【０００７】
　また同技術に関連したものとして、非特許文献３では少量散布による薬液付着特性の評
価として、甜菜に蛍光剤を散布し、少量散布時の上位、中位葉の各部分の甜菜葉での付着
状況を目視考察している。非特許文献１にもドリフト低減ノズルと慣行ノズルによる付着
性の違いを、キャベツや大根を対象作物として蛍光顔料を葉へ散布した後に、一部の葉を
とり、ブラックライト蛍光ランプで目視考察を行い、ノズル間の散布性能の差を評価して
いる。
【０００８】
　このように蛍光顔料を用いた手法にて、散布ノズルや散布方法による付着性状況の影響
を調査しているが、これらの手法は農薬散布における散布機器の評価に関する報告であり
、機械的な散布技術の範疇に応用が留まっている。すなわち報告されている方法は、大量
検体評価に適さず、数値データとして客観的評価結果を得る方法ではなかった。従って展
着剤、農薬基材、農薬製剤等の組成等と付着性の評価を行い、更にはそれらの最適な農薬
製剤または農薬散布液組成を決定することのできるものではなかった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】社団法人　日本植物防疫協会　平成１７年度農薬飛散影響防止対策事業
　付着と効果に関する基礎調査結果、平成１８年２月　Ｐ１１－４７
【非特許文献２】生物系特定産業技術研究推進機構　農業機械化研究所、平成２年度研究
報告会資料、蛍光検出装置による農薬付着分布測定、平成３年２月２６日、Ｐ２９－４３
【非特許文献３】社団法人　日本植物防疫協会、シンポジウム散布技術を考える講演要旨
、水稲・畑作の少量散布技術の展開、平成１９年１月１７日発行、Ｐ３１－３８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　従来の農薬散布液の作物への付着性の評価方法は、作物表面の状況を再現していない感
水紙方法、作物検体の薬剤含量分析や薬効調査の反復試験等によるものであり、その評価
は農薬散布液の濡れ性特性の範疇に留まる評価方法であり、薬剤の均一付着性に関する情
報が得られる評価方法は知られていない。本発明の目的は、農薬散布液が作物へ均一に散
布かつ付着していることを適切に評価する方法を提供することにある。この方法を用いる
ことにより最適な農薬散布を達成でき、高い農薬活性体有効利用率が期待される農薬製剤
または農薬組成物を見出すことができる。さらに農薬組成物の最適化に関連し、作物に均
一に散布され且つ付着性を付与する新たな機能性展着剤の開発に繋げることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、前記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、蛍光剤を添加した農薬散布
液を作物に散布し、散布された蛍光剤が発する蛍光を指標とし、視覚的にまた統計的に作
物表面への農薬散布液の均一付着性を評価する方法を見出した。その具体的な方法として
は、蛍光剤を含む散布液を作物に散布し、紫外線を照射し作物表面に付着した蛍光剤を検
出し、付着分布を評価することを特徴とする農薬散布液の評価方法を見出した。
【００１２】
即ち、本発明は、
（１）作物表面への均一な付着性を示す農薬散布液組成物の評価方法であって、蛍光剤を
添加した農薬散布液を作物に散布する工程（ａ）、紫外線照射することで付着蛍光剤を検
出する工程（ｂ）、及び蛍光発色分布を計測する工程（ｃ）、からなる農薬散布液の均一
付着性を評価する方法。
（２）農薬散布液組成物が農薬製剤、農薬基材、展着剤からなる群から選択されるいずれ
か１種以上を含むものであり、且つ蛍光剤を２．５～４０ｇ／１０Ｌの範囲で含有する（
１）に記載の評価方法。
（３）励起波長が３００ｎｍ～４００ｎｍの近紫外光である蛍光剤を用いる（１）または
（２）に記載の評価方法。
（４）前記工程（ｃ）が写真撮影による画像処理により蛍光剤付着分布を数値化する方法
である（１）～（３）のいずれか１項に記載の評価方法。
（５）（１）～（４）のいずれか１項に記載の評価方法により組成が決められた農薬散布
液組成物。
（６）（１）～（４）のいずれか１項に記載の評価方法により組成が決められた展着剤、
農薬基材又は農薬製剤。
（７）（４）記載の写真撮影の画像を用いて作物への均一付着性を評価した面積率が８％
以上であることを特長とする農薬散布液組成物、展着剤、農薬基材又は農薬製剤。
に、関する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の作物表面への農薬散布液の均一な付着性の評価方法は、農薬散布液の作物表面
への均一な散布状況及び付着性を視覚的に及び／または数値的に解析することができる。
この評価方法は評価検体が作物画像であり、作物の種類または葉、果実、花などの作物部
位を問わず且つ迅速に多量の検体の処理を可能とする。得られた処理データは写真撮影等
による簡便で汎用的な方法により保存が可能で、定性的な比較評価及び／または数値解析
による定量的データによる比較評価を可能とする。これにより作物表面特性と均一付着性
の相関性が良好な農薬組成物を見出すことができ、且つ均一付着機能を付与し得る機能性
展着剤を見出すための評価方法に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】試験例１：キャベツに対する均一付着性評価試験における、本願実施例１の評価
用写真（写真Ａ）である。左上下段；展着剤組成物５の実施例１（ドリフト軽減ノズル散
布）評価。中央上下段；展着剤組成物１の実施例１（ドリフト軽減ノズル散布）評価。右
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；展着剤組成物４の実施例１（下段；ドリフト軽減ノズル散布、上段；慣行ノズル散布）
評価。
【図２】試験例４：大豆に対する均一付着性評価試験において、展着剤組成物１の散布に
おける本願実施例１の評価用写真（写真Ｂ）である。
【図３】試験例４：大豆に対する均一付着性評価試験において、展着剤組成物４の散布に
おける本願実施例１の評価用写真（写真Ｃ）である。
【図４】試験例５：温州ミカンに対する均一付着性評価試験において、展着剤組成物１の
散布における本願実施例１の評価用写真（写真Ｄ）である。
【図５】試験例５：温州ミカンに対する均一付着性評価試験において、展着剤組成物４の
散布における本願実施例１の評価用写真（写真Ｅ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の農薬散布液の作物表面への均一付着性の評価方法についてより詳しく
説明する。
　本発明の農薬散布液の作物表面への均一付着性の評価方法とは、農薬散布液が葉、果実
、花等の農薬作用部位へ適正な量及び分布をもって付着性を持たせることを目的とした農
薬散布液組成設計に於いて、その散布液が作物目的部位表面に均一に散布され且つ付着し
ていることを指標として、様々な組成による農薬散布液の散布状況を比較評価でき、付着
均一性において最適な農薬散布液組成物設計に利用できる評価方法である。農薬散布液の
均一付着性とは、対象作物表面部位に対する散布液の濡れ性と付着性の両方の物性を併せ
た物性を示し、具体的には農薬散布液が対象農作物に散布された際、散布部位表面で散布
液のはじきや流亡、偏りがなく散布表面部位全面に均一濃度で広がり、それが流れ落ちる
ことなくその部位に留まっている散布液性能を示すものである。
【００１６】
　その作物表面への均一付着性を指標とする具体的な方法としては、蛍光剤を添加した農
薬散布液を、対象とする作物に散布した後、紫外線を照射し作物に付着している蛍光剤を
検出することで、作物表面への農薬散布液の均一付着性の評価する方法である。
【００１７】
　更に具体的には、
（１）所定の濃度になるように調製した蛍光剤を希釈水に添加し、
（２）次いで各種展着剤及び／又は農薬基材及び／又は農薬製剤を所定の濃度になるよう
に添加した散布液を
（３）背負式動力噴霧機、ブームスプレーヤ、動力噴霧機、スピードスプレーヤ等を用い
て、
（４）慣行ノズル、ドリフト低減ノズル、少量散布ノズル等のノズルを使用し、
（５）各作物の適切な散布水量（２５－１０００Ｌ／１０アール）で、
（６）キャベツ、大豆、キュウリ、温州ミカン、小麦、茶、イネ等の作物等の作物に散布
し、
（７）蛍光剤の作物表面への付着を検出することにより、作物表面への農薬散布液の均一
付着性を確認し、これに含まれる展着剤の機能を評価する方法である。
　散布された状況は、適応作物の全体像をみることで全体的な蛍光剤の付着状況を調査比
較し、また部分的には葉や穂等を取り除き、分解等することで、細かな付着性について蛍
光剤の付着状況で評価することができる。
　このため、展着剤及び／又は農薬基材の各種成分（界面活性剤、水溶性高分子、増粘剤
、鉱物質等）を種々おりまぜて散布することで、最適な組成物や混合比率を見出すことも
容易になった優れた評価方法でもある。またこれまで展着剤及び／又は農薬基材及び／又
は農薬製剤の付着性性能に関しては、薬効や水滴の付着性に頼ってきた面があったが、展
着剤及び／又は農薬基材及び／又は農薬製剤の植物表面での挙動に関する詳細な評価がで
きることが可能になった点で、優れた評価方法であるといえる。
【００１８】
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　本発明で蛍光剤としては、耐光性に優れ、希釈液に均一に分散や溶解ができる蛍光剤が
好ましく、その中でも耐光性に優れる蛍光顔料が好ましい。蛍光を得るための励起波長は
３００ｎｍ～４００ｎｍの近紫外光を用いることが励起光の浸透度が高く、他の阻害要因
が少なく、また既存の蛍光検出用機器が使用可能であり望ましい。蛍光剤としては発光波
長が作物葉発光波長と重ならず、耐光性に優れたものであれば特に限定されない。発光蛍
光色は赤色光を発するものが評価工程の画像解析感度が高く望ましい。具体的には以下の
ものが挙げられるがこれに限定されるものではない。
　蛍光顔料としては、シンロイヒＳＷ－１１（商品名、シンロイヒ社製、赤オレンジ色）
、シンロイヒＳＷ－１６（商品名、シンロイヒ社製、赤黄色）、シンロイヒＳＷ－１７（
商品名、シンロイヒ社製、ピンク）、ＳＦ－５０１３（商品名、シンロイヒ社製、赤色）
、ＳＦ－５０１４（商品名、シンロイヒ社製、オレンジ）等が挙げられる。また蛍光染料
としては、カヤフェクト　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｇ　Ｌｉｑｕｉｄ（商品名、日本化薬社製、肌
色）、カヤセット　Ｆｌａｖｉｎｅ　ＦＮ（商品名、日本化薬社製、薄水色）、カヤセッ
ト　Ｆｌａｖｉｎｅ　ＦＧ（商品名、日本化薬社製、薄黄色）等が挙げられる。この中で
もシンロイヒＳＷ－１１、ＳＷ－１６等が作物表面の付着性を判断する際の発光が良好で
あり好ましい。
　これら蛍光剤は所望の濃度で使用することができるが、作物表面での発色を十分させる
観点から水１０Ｌあたり２．５～４０ｇ程度使用することが望ましく、更に水１０Ｌあた
り５～２０ｇ程度使用することがより望ましい。
【００１９】
　本発明の均一付着性の評価に使用が可能な農薬製剤の農薬有効成分は、農薬登録されて
いるもの、もしくは開発中のものであれば使用することができる。限定されるものではな
いが、例えば「社団法人　日本植物防疫協会　農薬要覧２００６　平成１８年１０月１９
日発行」に記載されているものが使用することができ、１種もしくは２種以上の組み合わ
せで農薬登録の範疇での使用方法とともに使用することができる。それら農薬製剤の有効
成分としては、殺虫剤では、アクリナトリン、アセキノシル、アセタミプリド、アセフェ
ート、アミトラズ、アラニカルブ、アレスリン、イソキサチオン、イミダクロプリド、イ
ンドキサカルブＭＰ、エスフェンバレレート、エチオフェンカルブ、エチプロール、エチ
ルチオメトン、エトキサゾール、エトフェンプロックス、エマメクチン安息香酸塩、塩酸
レバミゾール、オキサミル、カズサホス、カルタップ塩酸塩、カルボスルファン、クロチ
アニジン、クロフェンテジン、クロマフェノジド、クロルピリホス、クロルフェナピル、
クロルフルアズロン、シクロプロトリン、ジノテフラン、シフルトリン、ジメトエート、
スピノサド、ダイアジノン、チアクロプリド、チアメトキサム、チオジカルブ、チオシク
ラムシュウ酸塩、テブフェノジド、テブフェンピラド、テフルトリン、テフルベンズロン
、トラロメトリン、トルフェンピラド、ノバルロン、ハルフェンプロックス、ビフェナゼ
ート、ビフェントリン、ピメトロジン、ピラクロホス、ピリダフェンチオン、ピリダベン
、ピリダリル、ピリプロキシフェン、ピリミジフェン、ピリミホスメチル、ピレトリン、
フィプロニル、フェニソブロモエート、フェノチオカルブ、フルアクリピリム、フルシト
リネート、フルバリネート、フルフェノクスロン、プロパホス、プロフェノホス、ヘキシ
チアゾクス、ペルメトリン、ベンスルタップ、ベンゾエピン、ベンフラカルブ、ボーベリ
ア・バシアーナ、ボーベリア・ブロンニアティ、ホサロン、マシン油、マラソン、メスル
フェンホス、メソミル、メトキシフェノジド、ルフェヌロン、ＢＰＭＣ、ＢＴ（バチルス
・チューリンゲンシス菌）、メチダチオン、フェニトロチオン、イソプロカルブ、フェン
チオン、ＮＡＣ等が挙げられ、作物や害虫に併せて適切に選択することができる。また殺
菌剤との組み合わせ使用も可能である。
【００２０】
　殺菌剤としては、アシベンゾランＳメチル、アゾキシストロビン、アンバム、硫黄、イ
ソプロチオラン、イプコナゾール、イプロジオン、イミノクタジンアルベシル酸塩、イミ
ノクタジン酢酸塩、イミベンコナゾール、エクロメゾール、オキサジキシル、オキシテト
ラサイクリン、オキスポコナゾールフマル酸塩、オキソリニック酸、カスガマイシン、カ
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ルプロパミド、キノメチオナート、キャプタン、クレソキシムメチル、クロロネブ、シア
ゾファミド、ジエトフェンカルブ、ジクロシメット、ジクロメジン、ジチアノン、ジネブ
、ジフェノコナゾール、シフルフェナミド、ジフルメトリム、シプロコナゾール、シプロ
ジニル、シメコナゾール、ジメトモルフ、シモキサニル、シュードモナス・フルオレッセ
ンス、シュードモナスＣＡＢ－０２、ジラム、水和硫黄、ストレプトマイシン、炭酸水素
カリウム、炭酸水素ナトリウム、チアジアジン、チアジニル、チアベンダゾール、チウラ
ム、チオファネートメチル、チフルザミド、テクロフタラム、テトラコナゾール、テブコ
ナゾール、銅、トリアジメホン、トリアジン、トリコデルマ・アトロビリデ、トリシクラ
ゾール、トリフルミゾール、トリフロキシストロビン、トリホリン、トルクルホスメチル
、バチルスズブチリス、バリダマイシン、ビテルタノール、ヒドロキシイソキサゾール、
ピラゾホス、ピリフェノックス、ピリメタニル、ピロキロン、ファモキサドン、フェナリ
モル、フェノキサニル、フェリムゾン、フェンブコナゾール、フェンヘキサミド、フサラ
イド、フラメトピル、フルアジナム、フルオルイミド、フルジオキソニル、フルスルファ
ミド、フルトラニル、プロシミドン、プロパモカルブ塩酸塩、プロピコナゾール、プロピ
ネブ、プロベナゾール、ヘキサコナゾール、ベノミル、ペフラゾエート、ペンシクロン、
ボスカリド、ホセチル、ポリカーバメート、マンゼブ、マンネブ、ミクロブタニル、ミル
ディオマイシン、メタスルホカルブ、メトミノストロビン、メパニピリム、有機銅、硫酸
亜鉛、硫酸銅、エジフェンホス、イプロベンホス、クロロタロニル等が挙げられ、作物や
害虫に併せて適切に選択することができる。また殺虫剤との組み合わせ使用も可能である
。
【００２１】
　除草剤としては、アイオキシニル、アジムスルフロン、アシュラム、アトラジン、アニ
ロホス、アラクロール、イソウロン、イソキサベン、イマザキン、イマザピル、イマゾス
ルフロン、インダノファン、エスプロカルブ、エトキシスルホン、エトベンザニド、塩素
酸塩、オキサジアゾン、オキサジアルギル、オキサジクロメホン、オルソベンカーブ、オ
リザリン、カフェンストロール、カルフェントラゾンエチル、カルブチレート、キザロホ
ップメチル、クミルロン、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミ
ン塩、グリホサートカリウム塩、グリホサートトリメシウム塩、グルホシネート、クレト
ジム、クロメプロップ、クロルフタリム、シアナジン、シアン酸塩、シクロスルファムロ
ン、ジクワット、ジチオピル、シデュロン、シノスルフロン、シハロホップブチル、ジフ
ルフェニカン、ジメタメトリン、ジナテナミド、シメトリン、シンメトリン、セトキシジ
ム、ダイムロン、ダゾメット、チフェンスルフロンメチル、デスメディファム、テトラピ
オン、テニルクロール、テプラロキシジム、トリアジフラム、トリクロピル、トリフルラ
リン、トリフロキシスルフロンナトリウム塩、ナプロパミド、ニコスルフロン、パラコー
ト、ハロスルフロンメチル、ビアラホス、ビスピリバックナトリウム塩、ビフェノックス
、ピラゾキシフェン、ピラゾスルフロンメチル、ピラゾエート、ピラフルフェンチオン、
ピリフタリド、ピリブチカルブ、ピリミノバックメチル、フェノチオール、フェントラザ
ミド、フェンメディファム、ブタクロール、ブタミホス、フラザスルフロン、フルアジホ
ップ、フルチアセットメチル、フルミオキサジン、プレチラクロール、プロジアミン、プ
ロピサミド、ブロマシル、プロメトリン、ブロモブチド、フロラスラム、ベスロジン、ベ
ンスルフロンメチル、ベンゾフェナップ、ベンゾビシクロン、ベンタゾンナトリウム塩、
ベンチオカーブ、ペンディメタリン、ペントキサゾン、ベンフレセート、メタミトロン、
メトスルフロンメチル、メトラクロール、メトリブジン、メフェナセット、モリネート、
リニュロン、リムスルフロン、レナシル、ＡＣＮ，シマジン、ジクロベニル、クロルチア
ミド、ジウロン、プロパニル、ＭＣＰ，ＭＣＰイソプロピルアミン塩、ＭＣＰＢ，ＭＣＰ
Ｐ，ＭＤＢＡ、ＭＤＢＡイソプロピルアミン塩、ＰＡＣ、ＳＡＰ、２，４ＰＡ等が挙げら
れる。
【００２２】
　本発明で説明される展着剤とは農薬散布時に、タンクミックスで使用されるものであり
、一般的に展着剤、機能性展着剤、タンクミックス用のアジュバントといわれるものであ
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る。また、農薬基材とは、農薬活性成分を含有しない農薬製剤であり、界面活性剤、水溶
性ポリマー、鉱物質等で構成されたものである。但し、物理防除等の物理的な防除方法に
使用ができる組成物も農薬基材として定義する。更に農薬製剤とは農薬活性成分を含有す
る製剤のことをいう。
　具体的には展着剤、農薬基材及び農薬製剤で使用が可能な組成物としては、作物への均
一な付着性の指標に該当するものであれば使用することができ、この機能を有する界面活
性剤、水溶性ポリマー、溶剤、鉱物質等が挙げられる。具体的には以下の組成物を含有す
るものが挙げられるがこれらに限定されるものではない。例えば、ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレン共重合物、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキ
シエチレンスチリルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンフェニルエーテルポリマー、
ポリオキシエチレンアルキレンアリールフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキ
シプロピレンブロックポリマー、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルポリグ
ルコシド、ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン等のノニオン系イオン性界面活性剤
、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテルサルフエート、リグニンスルホン酸塩、
アルキルアリールスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩等、ジアルキルスルホ
コハク酸ナトリウムの陰イオン性界面活性剤、アルキル４級アンモニウム塩、脂肪族アル
キルアミド塩等の陽イオン系界面活性剤、アミノ酸型、ベタイン型両性界面活性剤等が挙
げられる。これらの界面活性剤は通常０～１００質量％程度の範囲で自由に混合すること
も可能である。また水溶性ポリマーとしては、水へ分散させた際にポリマーのネットワー
クをつくるものであれば使用することができ、ポリビニルアルコール、エチレンオキサイ
ド、プロピレンオキサイド等が挙げられる。溶剤としては、ジメチルスルホキシド、Ｎ－
メチル－２－ピロリドン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン等の非プロトン性極
性溶媒、灯油、重油等の石油系溶剤、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール
等のアルコール類、プロピレングリコール、エチレングリコール等のグリコール類等が挙
げられる。また鉱物質としては、ホワイトカーボン、クレー、タルク、珪藻土等が挙げら
れる。
【００２３】
　農薬散布液を散布する方法は特に限定されないが、背負式動力噴霧機、ブームスプレー
ヤ、動力噴霧機、スピードスプレーヤ等を用いて、慣行ノズル、ドリフト低減ノズル、少
量散布ノズル等のノズルを使用し、各作物の適切な散布水量（２５－１０００Ｌ／１０ａ
）で、キャベツ、大豆、キュウリ、温州ミカン、小麦、茶、イネ等の作物等の作物に散布
する方法で散布できる。しかしながら農薬散布液の散布特性を評価する目的であることか
ら、実際の散布方法に準じた方法を用いることで適正な評価結果を得ることができる。
【００２４】
　蛍光剤を添加した農薬散布液を適用作物へ散布後に、蛍光剤の検出により農薬散布液の
作物表面への均一付着性の試験結果を得る方法としては、３００～４００ｎｍの近紫外光
を発するライトを検体作物に照射し、近紫外光で発光した作物表面の蛍光剤を検出し、そ
の状況を暗室等でアナログカメラやデジタルカメラを使用して撮影し、試験結果データと
して保存する方法が挙げられる。
　３００～４００ｎｍの近紫外光を発するライトは使用蛍光剤の励起波長光を発光するラ
イトであれば特に限定されないが、具体的には３６５ｎｍの紫外光を発するブラックライ
トランプの使用が望ましい。評価検体は植付け作物のままでも良く、また必要に応じ不用
な葉を除去処理した作物を用いることができる。また場合によっては具体的な葉、果実、
花及び／またはその一部分を採取し、作物部位のより詳細な部位に関する検体を用いるこ
ともできる。蛍光剤の蛍光発光による検出は暗室にて確認することにより、背景、共雑光
等による分析感度の低減を抑制することができる。
　試験結果は、検出された蛍光剤の発光状況をアナログカメラやデジタルカメラを使用し
て撮影し、試験結果データとして保存することが望ましい。ここで使用するアナログカメ
ラやデジタルカメラは市販品をそのまま使用することができるが、被写体の詳細な撮影を
行い、一部分にフォーカスを当てるなどの場合には一眼レフのカメラが好ましい。これら
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のなかでも一眼レフのデジタルカメラが画像処理等の利便性からより好ましい。
　分析結果を比較評価するためには、上記の近紫外光ライトの種類、照射位置、検体の種
類、使用暗室、写真撮影の距離、撮影機器条件、等これら条件を揃えて試験を行うことが
望ましい。
【００２５】
　得られた検体写真は試験結果として農薬散布液の均一付着性の評価に用いられる。評価
方法は、目視により写真を比較する定性的比較試験、及び／または検体写真を画像処理す
ることで蛍光剤付着分布率を算出し数値化データを得ることで、農薬散布液の均一付着性
を評価することができる。
【００２６】
　本発明の写真撮影の画像を用いて作物への均一付着性を数値化する方法とは、特にアナ
ログカメラやデジタルカメラで蛍光剤添加農薬散布液を散布した検体を撮影した映像をパ
ーソナルコンピューター等に取り込み、被写体から発する蛍光強度の度合いから、付着量
を解析する方法である。
　その具体的な画像処理方法を以下に挙げられるが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。まず、写真撮影にて得られた蛍光剤添加農薬散布液が散布された作物を、アナログ
カメラであれば撮影写真をスキャナーでデジタル情報としてパーソナルコンピューターに
取り込む。デジタル写真であればそのファイルを利用する。次いで画像処理ソフト、例え
ばWinRoof ver5.5.0（商品名、三谷商事社製）にて画像処理を行う。ここで取り込まれた
画像は、カラー分離コマンドにて、Ｒ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の３成
分に分離し、この中でＲ（レッド）画像を解析に使用する。Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー
）は経験的に対象作物等のコントラストによる阻害があるため、Ｒ（レッド）画像が好ま
しい。次いでモード法による２値化処理を行い、２値画像の明部の面積率を計算すること
により、作物表面上の均一性を数値化する。
　同手法を用いることで、蛍光剤が散布された状況を付着強度と付着分布の両面から数値
化できることから、展着剤及び／又は農薬基材の最適な組み合わせを明確に示すことがで
き、最適な組成の組み合わせ等をより早く、確実に見出すことが可能である。
【００２７】
　一般的に農薬散布液は作物への散布性能改善を目的に展着剤が使用されている。しかし
ながらその散布性能は、展着剤に含まれる界面活性剤、流動点降下成分の種類、組成比率
により大きく影響される。本発明による農薬散布液の散布性能評価方法を用いることによ
り、様々な組成の展着剤及びそれを含む農薬組成物の散布性能評価を、多数のサンプル及
び試験作物に対し、迅速に試験評価を行うことができ、様々な性能を有する展着剤を見出
す方法に用いることができる。
【００２８】
　本発明の評価方法を用いて見出された展着剤は、これまでの従来手法では見いだせなか
った作物表面の均一な付着性を指標とするものであり、作物表面との相関性も考慮された
新しい概念の展着剤である。また同様に本発明の評価方法を用いて見出された農薬基材や
農薬製剤も同様に新規な指標により見出されたものである。
【００２９】
　また、既に市販されている農薬製剤に適した展着剤等を見出す目的等にもこの作物表面
の均一な付着性を指標とする評価方法は応用ができ、幅広い用途の拡大も期待される。
【００３０】
　本発明の作物表面の均一な付着性を指標とする評価方法は、様々な作物や展着剤及び／
又は農薬基材及び／又は農薬製剤を使用する対象植物に適応が可能であり、具体的には、
各種農薬製剤（殺菌剤、殺虫剤、除草剤等）が登録を取得している作物へ適応することが
できる。
　例えば、稲、麦等の穀類、キャベツ、じゃがいも、キュウリ、ナス等の野菜類、茶、リ
ンゴ、柑橘等の果樹類等に使用できる。また、ゴルフ場の芝等にも適応が可能である。
【実施例】
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【００３１】
　次に実施例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれにより何ら限定さ
れるものではない。
【００３２】
実施例１　目視評価方法
（１：試料調製）１０Ｌのポリバケツに水道水１０Ｌを入れ、次いでシンロイヒＳＷ－１
１（商品名、シンロイヒ社製、蛍光顔料）を１０ｇ入れ、撹拌を行い、蛍光顔料が均一に
分散・溶解等したことを確認した。次いで、下記表１－２に示した各展着剤及び／又は農
薬基材及び／又は農薬製剤の組成物を加え十分に撹拌し、散布液を得た。
（２：使用機器）噴霧粒子ドリフト・粒径・付着測定装置（独立行政法人　農業・食品産
業技術総合研究機構　生物系特定産業技術支援センター　生産システム研究部　生育管理
システム研究　所有）
　散布装置風洞内の大きさ：全長４ｍ、幅２ｍ、高さ２ｍ
　ノズルの高さ：対象作物の頂点から約４５ｃｍ
　使用ノズル：ドリフト低減ノズル：キリナシＥＳチップ（商品名、ヤマホ工業株式会社
製、１００μｍ以下の粒子の合計体積割合が１０％以下（１．０－２．０ＭＰ））又は慣
行ノズル：新広角噴板（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μｍ以下の粒子の合計体
積割合が６０％以上(１．０－２．０ＭＰ））
　移動速度：０．５６ｍ／秒（ドリフト低減ノズル）、０．８８ｍ／秒（慣行ノズル）
　散布圧力：１．５ＭＰ
　散布水量：１００Ｌ／１０アール相当（ノズル１個当たりの有効散布幅：０．３ｍ）
（３：散布条件）
　ノズル移動箇所の中心部に１．５ｍ×１．５ｍ四方の発泡スチロールを置き、対象作物
を中心に置き、３０ｃｍ離れた周囲８カ所に造花を置いた。
（４：蛍光顔料散布方法）
　上記（１）で調整した蛍光染料＋供試アジュバント組成物の希釈液を（２）及び（３）
の条件で散布した。
（５：蛍光染料付着状況調査方法）
　蛍光染料＋供試アジュバント組成物の散布液の散布後、散布液が乾燥した後に、暗所で
３６５ｎｍの近紫外線を近紫外線ランプで照射し、照射した状態をデジタルカメラ（本体
：Canon EOS kiss Digital X（商品名、キャノン株式会社製）、レンズ：EF-S18-55mm F3
.5-5.6II USM（商品名、キャノン株式会社製））で撮影した。
【００３３】
実施例２　画像解析方法
（１：試料調製）１０Ｌのポリバケツに水道水１０Ｌを入れ、次いでシンロイヒＳＷ－１
１（商品名、シンロイヒ社製、蛍光顔料）を１０ｇ入れ、撹拌を行い、蛍光顔料が均一に
分散・溶解等したことを確認した。次いで、次いで、下記表１－２に示した各展着剤及び
／又は農薬基材及び／又は農薬製剤の組成物を加え十分に撹拌し、散布液を得た。
（２：使用機器）モーター動噴ＧＳ６０Ｍ（商品名、丸山製作所）
　ノズルの高さ：対象作物の頂点から約４５ｃｍ
　使用ノズル：ドリフト低減ノズル：キリナシＥＳチップ（商品名、ヤマホ工業株式会社
製、１００μｍ以下の粒子の合計体積割合が１０％以下(１．０－２．０ＭＰ））又は慣
行ノズル：新広角噴板（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μｍ以下の粒子の合計体
積割合が６０％以上(１．０－２．０ＭＰ））
　移動速度：０．５６ｍ／秒（ドリフト低減ノズル）、０．８８ｍ／秒（慣行ノズル）
　散布圧力：１．５ＭＰ
　散布水量：１００Ｌ／１０アール相当（ノズル1個当たりの有効散布幅：０．３ｍ）
（３：散布条件）
　ノズル移動箇所の中心部に対象作物を中心に置き、３０ｃｍ離れた周囲８カ所に造花を
置いた。
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（４：蛍光顔料散布方法）
　上記（１）で調整した蛍光染料＋供試アジュバント組成物の希釈液を（２）及び（３）
の条件で散布した。
（５：蛍光染料付着状況調査方法）
　蛍光染料＋供試アジュバント組成物の散布液の散布後、散布液が乾燥した後に、暗所で
３６５ｎｍの近紫外線を近紫外線ランプで照射し、照射した状態をデジタルカメラ（本体
：Canon EOS kiss Digital X（商品名、キャノン株式会社製）、レンズ：EF-S18-55mm F3
.5-5.6II USM（商品名、キャノン株式会社製））で撮影した。
（６：画像解析）
　写真撮影にて得られた蛍光顔料及び／又は蛍光染料が散布された作物を、パーソナルコ
ンピューターに取り入れ、画像処理ソフトWinRoof ver5.5.0（商品名、三谷商事社製）に
て画像処理を行った。ここで取り込まれた画像は、カラー分離コマンドにて、Ｒ（レッド
）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の３成分に分離し、Ｒ（レッド）画像を解析に使用し
た。次いでモード法による２値化処理を行い、モード条件５０－２５５にて２値画像の明
部の面積率を計算することにより、作物表面上の均一性を数値化した。
【００３４】
実施例３　ネギでの目視評価方法
実施例１の散布条件のうち、以下の部分をネギの散布用に変更した。
（１：散布水量）
　散布水量：２００Ｌ／１０アール相当（ノズル1個当たりの有効散布幅：０．３ｍ）
（２：散布条件）
　ノズル移動箇所の中心部に１．５ｍ×１．５ｍ四方の発泡スチロールを置き、次いで収
穫前の深谷ネギ（高さ約８０ｃｍ）を中心にブームスプレーヤの水平移動方向にネギとネ
ギの間隔を約１５ｃｍ程度とり重ならないように置いた。その他条件等は実施例１に同じ
。
【００３５】
比較例１　感水紙による評価方法
（１：試料調製）１００ｍｌの三角フラスコに、下記表１－２に示す展着剤及び／又は農
薬基材及び／又は農薬製剤を適当量入れ十分に撹拌した。
（２：使用機器）噴霧粒子ドリフト・粒径・付着測定装置（独立行政法人　農業・食品産
業技術総合研究機構　生物系特定産業技術支援センター　生産システム研究部　生育管理
システム研究　所有）
　散布装置風洞内の大きさ：全長４ｍ、幅２ｍ、高さ２ｍ
　ノズルの高さ：対象作物の頂点から約４５ｃｍ
　使用ノズル：ドリフト低減ノズル：キリナシＥＳチップ（商品名、ヤマホ工業株式会社
製、１００μｍ以下の粒子の合計体積割合が１０％以下（１．０－２．０ＭＰ））
　移動速度：０．５６ｍ／秒（ドリフト低減ノズル）
　散布圧力：１．５ＭＰ
　散布水量：１００Ｌ／１０アール相当（ノズル1個当たりの有効散布幅：０．３ｍ）
（３：散布条件）
　ノズル移動箇所の中心部に１．５ｍ×１．５ｍ四方の発泡スチロールを置き、対象作物
を中心に置き、３０ｃｍ離れた周囲８カ所に造花を置き、対象作物の表面及び裏面に感水
紙２０３０１－１Ｎ（スプレーイングシステムジャパン社製）をクリップで留めて設置し
た。
（４：散布方法）
　上記（１）で調整した散布液を（２）及び（３）の条件で散布した。
（５：評価方法）
　散布直後に、感水紙をとり、水滴の付着状況を確認した。
【００３６】
比較例２　付着水滴の目視評価方法
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（１：試料調製）１０Ｌのポリバケツに水道水１０Ｌを入れ、次いで、下記表１－２に示
す展着剤及び／又は農薬基材及び／又は農薬製剤を適当量入れ十分に撹拌し、散布液を得
た。
（２：使用機器）噴霧粒子ドリフト・粒径・付着測定装置（独立行政法人　農業・食品産
業技術総合研究機構　生物系特定産業技術支援センター　生産システム研究部　生育管理
システム研究　所有）
　散布装置風洞内の大きさ：全長４ｍ、幅２ｍ、高さ２ｍ
　ノズルの高さ：対象作物の頂点から約４５ｃｍ
　使用ノズル：ドリフト低減ノズル：キリナシＥＳチップ（商品名、ヤマホ工業株式会社
製、１００μｍ以下の粒子の合計体積割合が１０％以下（１．０－２．０ＭＰ））又は慣
行ノズル：新広角噴板（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μｍ以下の粒子の合計体
積割合が６０％以上（１．０－２．０ＭＰ））
　移動速度：０．５６ｍ／秒（ドリフト低減ノズル）、０．８８ｍ／秒（慣行ノズル）
　散布圧力：１．５ＭＰ
　散布水量：１００Ｌ／１０アール相当（ノズル1個当たりの有効散布幅：０．３ｍ）
（３：散布条件）
　ノズル移動箇所の中心部に１．５ｍ×１．５ｍ四方の発泡スチロールを置き、対象作物
を中心に置き、３０ｃｍ離れた周囲８カ所に造花を置いた。
（４：散布方法）
　上記（１）で調整した散布液を（２）及び（３）の条件で散布した。
（５：目視調査方法及びカメラ撮影）
　散布液の散布直後に、対象作物への水滴の付着状況を目視調査した。またデジタルカメ
ラ（本体：Canon EOS kiss Digital X（商品名、キャノン株式会社製）、レンズ：EF-S18
-55mm F3.5-5.6II USM（商品名、キャノン株式会社製））で撮影した。
【００３７】
比較例３　ＨＰＬＣ法による薬剤付着量分析
（１：試料調整）１０Ｌのポリバケツに水道水１０Ｌを入れ、次いで、下記表１－２に示
す展着剤及び農薬製剤を適当量入れ十分に撹拌し、散布液を得た。
（２：散布機器と散布条件）
使用散布機：モーター動噴ＧＳ６０Ｍ（商品名、丸山製作所製）
　ノズルの高さ：対象作物の頂点から約４５ｃｍ
　使用ノズル：慣行ノズル：新広角噴板（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μｍ以
下の粒子の合計体積割合が６０％以上（散布圧力：１．０－２．０ＭＰ））又はドリフト
低減ノズル：キリナシＥＳチップ（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μｍ以下の粒
子の合計体積割合が１０％以下（散布圧力：１．０－２．０ＭＰ））
散布圧力：１．５ＭＰ（手元圧力）
散布速度：０．８８ｍ／秒（慣行ノズル）、０．５６ｍ／秒（ドリフト低減ノズル）
散布水量：１００Ｌ／１０アール相当（ノズル1個当たりの有効散布幅：０．３ｍ）
（３：散布液の散布方法）
ノズル移動箇所に３０ｃｍ間隔で種まき後２ヶ月を経たキャベツ（１２－１５葉期）３株
を置き、（１）で調整した農薬散布液を（２）の条件で散布した。
（４：分析用キャベツ葉の採取方法）
散布後１２時間を経過したキャベツの葉を下表１－１に示した分類を行い採取した。

表１－１　キャベツ分析部位分類
採取部位　　地面からの角度
　上　　　　　６０－９０°　（若く、角度のある葉が多く付着しにくい）
　中　　　　　３０－６０°
　下　　　　　　０－３０°　（古い葉が多く付着しやすい）
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（５：分析条件（ＨＰＬＣ））
カラム：Inertsil ODS-3（商品名、ＧＬサイエンス株式会社製） φ4.5μm L=150mm
カラム温度：４０℃
移動相：アセトニトリル／水＝７０／３０（ｖ／ｖ）
流速：１．５ｍＬ／ｍｉｎ
波長：２５４ｎｍ
リテンションタイム： クロルフェナピル＝６．７３ｍｉｎ
注入量：２０μＬ
（６：分析操作）
　散布後のキャベツから上葉、中葉、下葉の箇所からキャベツの葉を採取し、２００ｍＬ
の三角フラスコに入れ、次いでアセトニトリル２０ｍＬを添加し、１－２分間手振りを行
い、表面に付着した農薬有効成分を抽出した。抽出液はそのままＨＰＬＣに注入し、キャ
ベツ葉１ｇ当たりの農薬有効成分の付着量を測定した。
【００３８】
表１－２　供試展着剤または農薬基材の処方一覧
（１）供試展着剤組成物１の組成
・ラピゾールRTMＡ９０(ジアルキルスルホコハク酸Ｎ、日本油脂社製)　２０重量部
・ペグノールRTMＳＴ－９(ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル１００
％含有、ポリオキシエチレン重合度９、東邦化学社製)　６０重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　１０重量部
・水道水　１０重量部
（２）供試展着剤組成物２の組成
・ラピゾールRTMＡ９０(ジアルキルスルホコハク酸Ｎ、日本油脂社製)　２０重量部
・ペグノールRTMＳＴ－３(ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル１００
％含有、ポリオキシエチレン重合度３、東邦化学社製)　６０重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　１０重量部
・水道水　１０重量部
（３）供試展着剤組成物３の組成
・ニューカルゲンRTMＥＰ－７０Ｇ(ジアルキルスルホコハク酸Ｎ、日本油脂社製)　２０
重量部
・ペグノールRTMＳＴ－５(ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル１００
％含有、ポリオキシエチレン重合度５、東邦化学社製)　６０重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　１０重量部
・水道水　１０重量部
（４）供試展着剤組成物４
・新グラミンRTM（ポリオキシエチレンドデシルエーテル１０％、ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル１０％、リグニンスルホン酸カルシウム１２％、三共アグロ株式会
社製）　１００重量部
（５）供試展着剤組成物５
・ニーズRTM（ポリオキシエチレン脂肪酸エステル　４４％、ポリナフチルメタンスルホ
ン酸ジアルキルジメチルアンモニウム　１８％、花王株式会社製）　１００質量部
（６）供試展着剤組成物６
・新リノーRTM（ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル１０％、リグニンスルホン
酸カルシウム２０％、日本農薬株式会社製）　１００質量部
（７）供試展着剤組成物７
・ニューカルゲン４０００Ｇ（アルコキシグルコシド　１００％、竹本油脂株式会社製）
　１００質量部
（８）供試農薬基材１の組成物
・ソルベッソRTM１５０（石油系溶剤）　９０重量部
・ソルポールRTM３８８０L(スチレン化フェノール系ノニオン界面活性剤及びアルキルベ
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ンゼンスルホン酸Ｎの混合、東邦化学工業株式会社製）　１０重量部
（９）供試農薬基材２の組成物
・クレー（セイコー産業株式会社製）　７５重量部
・SipernatRTM22S（シリカ、Deggusa社製）　１５重量部
・ソルポールRTM５０５０（アルキルスルホサクシネート及びシリカの混合　東邦化学工
業株式会社製）　４．５重量部
・ソルポールRTM５２６４（ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェート及びシリ
カの混合　東邦化学工業株式会社製）　５．５重量部
（１０）供試農薬基材３の組成物
・ニューカルゲンRTMＦＳ－２２（ジアルキルスルホコハク酸Ｎ、ポリオキシエチレンア
リルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、プロピレングリ
コールの混合　竹本油脂株式会社製）　７重量部
・キサンタンガム　０．２重量部
・クニピアＦ（クニミネ工業株式会社製）　０．５重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　５重量部
・水道水　８７．３重量部
製造方法：
（１）展着剤組成物、農薬基材１は、三角フラスコに原材料を入れ、混合し作製した。
（２）農薬基材２は、原材料をポリ袋にて混合し、コーヒーミルにて十分粉砕し、再度ポ
リ袋で混合し、調整した。
（３）農薬基材３は、原材料をフラスコで混合し、ヒスコトロンにて２０００ｒｐｍで混
合して作製した。
【００３９】
試験例１：均一付着性評価試験(キャベツ)
　上記の実施例１（目視評価方法）ならびに比較例１（感水紙評価方法）、比較例２（付
着水滴の目視評価方法）で示した評価方法について、表１－２に示した展着剤及び農薬基
材により調製した農薬散布液を散布し、作物表面の均一付着性を指標とした比較試験を行
った。キャベツは種まき後１０－２０葉期のものを使用した。また展着剤組成物の添加量
は水１０Ｌあたり、３．３ｍＬを実施した。尚、展着剤組成物５に関しては水１０Ｌあた
り、１０ｍＬを実施した。結果を表２－１に示した。表２－２には均一付着性の評価基準
を示した。
【００４０】
表２－１　均一な付着性評価結果（実施例１、比較例１、及び２の比較）
（１）展着剤組成物１
［対照作物、全体：キャベツ葉］
・実施例１（目視及び写真）　　　＋＋＋＋　（全体的に蛍光顔料の付着がみられる。ま
た、比較的にワックスが強い若い葉への付着性は良好である。図１；写真Ａの中央上下段
参照）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋～＋＋＋＋＋（垂直面への水滴反応は弱かっ
たが、全面で水滴付着による反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋＋＋＋　（キャベツ葉の中心部分の水滴はほと
んど観察されないが、水平面の葉への水滴の付着状況は観察できた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋　（部分的な付着であるが、細かく見ると微小
な蛍光顔料の粒子の付着が観察される。尚、垂直葉への付着性は比較的優れる。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋　（散布液が殆どはじかれているため、殆ど水
滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
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　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋　（ほぼ全面に均一に蛍光顔料が付着して
いる。均一性も良好。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋（ほぼ全面に均一に蛍光顔料が付着してい
る：特に表面ワックスのはがれた下部の古葉表面に付着及び拡展が顕著にみられる。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋（ほとんど全面で水滴付着による反応がみ
られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋（約８割ほど水滴に覆われていた。）

（２）展着剤組成物２
［対照作物、全体：キャベツ葉］
・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋　（全体的に蛍光顔料の付着がみられる。また
、比較的にワックスが強い若い葉への付着性は良好である。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋～＋＋＋＋＋（垂直面への水滴反応は弱かっ
たが、全面で水滴付着による反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋＋＋＋　（キャベツ葉の中心部分の水滴はほと
んど観察されないが、水平面の葉への水滴の付着状況は観察できた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋　　（部分的な付着であるが、細かく見ると微
小な蛍光顔料の粒子の付着が観察される。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋　（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着によ
る反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋　　（散布液が殆どはじかれているため、殆ど
水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋～＋＋＋＋（ほぼ全面に均一に蛍光顔料が付着
している。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　　（ほとんど全面で水滴付着による反応
がみられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋　（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋（ほぼ全面に均一に蛍光顔料が付着してい
る：特に表面ワックスのはがれた下部の古葉表面に付着及び拡展が顕著にみられる。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋（ほとんど全面で水滴付着による反応がみ
られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋（約８割ほど水滴に覆われていた。）

（３）展着剤組成物３
［対照作物、全体：キャベツ葉］
・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋　（全体的に蛍光顔料の付着がみられる。また
、比較的にワックスが強い若い葉への付着性は良好である。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋～＋＋＋＋＋（垂直面への水滴反応は弱かっ
たが、全面で水滴付着による反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋＋＋＋　（キャベツ葉の中心部分の水滴はほと
んど観察されないが、水平面の葉への水滴の付着状況は観察できた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋　（部分的な付着であるが、細かく見ると微小
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な蛍光顔料の粒子の付着が観察される。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋　（散布液が殆どはじかれているため、殆ど水
滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋～＋＋＋＋＋（ほぼ全面に均一に蛍光顔料が
付着している。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　　（ほとんど全面で水滴付着による反応
がみられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋　（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋（ほぼ全面に均一に蛍光顔料が付着してい
る：特に表面ワックスのはがれた下部の古葉表面に付着及び拡展が顕著にみられる。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋（ほとんど全面で水滴付着による反応がみ
られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋＋＋＋（約８割ほど水滴に覆われていた。）

（４）展着剤組成物４
［対照作物、全体：キャベツ葉］
・実施例１（目視及び写真）　　＋～＋＋　（部分的にしか蛍光顔料の付着がみられない
。また、比較的にワックスが強い若い葉への付着性は極めて悪い。図１；写真Ａの右下段
；ドリフト低減ノズル使用散布、右上段；慣行ノズル使用散布、を参照。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋～＋＋＋＋＋（垂直面への水滴反応は弱かっ
たが、全面で水滴付着による反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋　（散布液が殆どはじかれているため、殆ど水
滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋　　　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察されず
、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し、付着していた。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し付着していた。表面
ワックスのはがれた部分のみ良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）

（５）展着剤組成物５
［対照作物、全体：キャベツ葉］
・実施例１（目視及び写真）　　＋～＋＋　（部分的にしか蛍光顔料の付着がみられない
。また、比較的にワックスが強い若い葉への付着性は極めて悪い。図１；写真Ａの左上下
段を参照。）
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　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋～＋＋＋＋＋（垂直面への水滴反応は弱かっ
たが、全面で水滴付着による反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±～＋　（散布液が殆どはじかれているため、殆ど水
滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋　　　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察されず
、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し、付着していた。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋＋　　　（５割前後の葉の面積に部分的に蛍光顔
料が付着。表面ワックスのはがれた部分では良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）

（６）展着剤組成物６
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋　　　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察されず
、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し、付着していた。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し付着していた。表面
ワックスのはがれた部分のみ良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）

（７）展着剤組成物７
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　±～＋　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察されず
、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋　　　　　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察さ
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れず、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し付着していた。表面
ワックスのはがれた部分のみ良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）

（８）農薬基材１
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋～＋＋（部分的に蛍光顔料粒子の付着がみられたが
、全般的に付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋～＋＋　　（部分的に蛍光顔料粒子の付着がみられ
たが、全般的に付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し付着していた。表面
ワックスのはがれた部分のみ良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）

（９）農薬基材２
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　±～＋　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察されず
、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋　　　　　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察さ
れず、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し付着していた。表面
ワックスのはがれた部分のみ良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
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（１０）農薬基材３
［対照作物、部位：キャベツ葉、垂直葉、若葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　±～＋　（ほとんど蛍光顔料粒子の付着は観察されず
、付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋（垂直面は弱いが殆ど全面で水滴付着による
反応が見られた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　±　　　（殆ど水滴の状況は観察されなかった。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、中位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋～＋＋　　（部分的に蛍光顔料粒子の付着がみられ
たが、全般的に付着性は不良。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
［対照作物、部位：キャベツ葉、下位葉］
　・実施例１（目視及び写真）　　＋＋　　　　（蛍光顔料が点在し付着していた。表面
ワックスのはがれた部分のみ良好な付着。）
　・比較例１（感水紙）　　　　　＋＋＋＋＋　（ほとんど全面で水滴付着による反応が
みられた。）
　・比較例２（目視及び写真）　　＋＋～＋＋＋（部分部分に水滴が付着していた。）
【００４１】
　付着性評価基準を表２－２に示した。
　実施例１：デジタルカメラの写真画像より目視判断
 
　比較例１：感水紙の反応面積を目視判断 
　比較例２：作物表面の目視判断 
表２－２　評価基準の説明
±　　　　　ほとんど付着／感水紙反応／キャベツ表面への水滴付着無
＋　　　　　全体の１割程度に付着／感水紙反応／キャベツ表面への水滴付着あり
＋＋　　　　全体の１－５割程度に付着／感水紙反応／キャベツ表面への水滴付着あり
＋＋＋　　　全体の５－８割程度に付着／感水紙反応／キャベツ表面への水滴付着あり
＋＋＋＋　　全体の８割以上に付着／感水紙反応／キャベツ表面への水滴付着あり
＋＋＋＋＋　ほぼ全体に付着／感水紙反応／キャベツ表面への水滴付着あり
【００４２】
　表２－１より実施例１による蛍光剤の蛍光検出による目視評価方法と、比較例１（感水
紙）、比較例２（付着水滴の目視評価方法）の評価方法は異なる評価結果を与えた。すな
わち比較例１の感水紙では、展着剤組成物及び農薬基材の特性は評価できず、散布条件が
同一であればほとんど変わらない付着性の試験結果を示した。これは散布された散布液が
感水紙と反応するところのみを示し、作物表面特有のはじきや流亡、拡展性等に関しての
情報は全く得られず、そのため、展着剤組成物及び農薬基材の付着性の違いを検出できな
い。結果として農薬散布液の作物表面の均一付着性を指標とする評価方法とはならなかっ
た。また比較例２の、散布液の付着水滴を目視観察する作物表面への散布状況評価方法で
は、展着剤組成物１～３と展着剤組成物４～７では、水滴の伸びの面で差は見受けられた
が、垂直面や若い葉のようなワックス性の高い部分では、付着性の差に関しては非常に観
察が難しかった。また水滴が乾燥する前に、すぐに付着状況を観察する必要があり、分析
検体が経時的に変化してしまう問題があり、正確性に欠ける方法であるといえる。
　それに対し実施例１では、作物表面で蛍光顔料の微細な様子を観察することができ、各
展着剤組成物の作物表面への付着性に対する細かな特性を評価できている。例えば、評価
の難しい垂直面や若い葉のようなワックス性の高い部分では、作物表面でのはじきや流亡
が観察されるがことが一般的であるが、この中で展着剤組成物１～３は良好な付着性示し
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、葉の表面の多くの部分に微細な蛍光顔料が付着していた。この様な微細な付着状況は比
較例１、２では観察できなかった。一方、ワックス性の低い比較的古い下部の葉は、ワッ
クスのはがれた箇所に蛍光顔料が集まり、更に拡展が生じた結果として、微細な粒子では
なく、固まりとして存在している様子が観察された。この様子は比較例２の作物表面目視
調査でも観察されており、比較例２の評価方法はワックス性の低い葉において適用できる
評価方法と言える。
　また同手法はこれまでは困難であった各展着剤組成物の細かな付着性の差を見出すこと
ができている。例えば展着剤組成物１、２及び３との比較では、比較例１、２では全く同
一の付着性と判断されるが、実施例１では、
　展着剤組成物１＞展着剤組成物３＞展着剤組成物２
の順で均一付着性に差が見られた。この評価結果から、展着剤組成物のペグノールＳＴの
ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル中のポリオキシエチレン重合度の
違いと付着性とを関連付ける情報が得られ、均一付着性を付与できる機能性展着剤の開発
に繋げる事が可能となった。特に垂直葉への付着性及び中葉での均一付着性の差が、展着
剤組成物１と展着剤組成物２及び３との比較で見い出せている。これは各展着剤組成物の
最適化検討を行うに当たり、優れた評価方法であることを示している。
【００４３】
　また農薬基材間でも展着剤組成物と同様な傾向がみられている。比較例１、２の評価方
法では、農薬基材１～３での付着性に関する違いは検出されていないが、実施例１では各
農薬基材間の付着性の違いを見出している。すなわち垂直葉や若葉において、溶剤等を使
用している農薬基材１は農薬基材２及び３より若干であるが優れた付着性を示している。
また中葉では、農薬基材１、３≧農薬基材２の付着性評価結果であり、作物表面への均一
付着性を指標とした最適な農薬基材を見出すための評価方法あるといえる。
【００４４】
試験例２：均一付着性評価試験(キャベツ)
　上記の実施例２による画像解析評価方法、及び比較例２の付着水滴の目視評価方法につ
いて以下の表３－１に示した展着剤組成物１、展着剤組成物４を用いて、作物表面の均一
性を指標とした比較試験を行った。キャベツは種まき後１０－２０葉期のものを使用した
。散布液は、各展着剤組成物を３．３ｍＬを水１０Ｌに添加し良く混合し調製した。農薬
散布液の散布方法及び評価方法は実施例２、比較例２に従い実施した。評価結果を表３－
２に示した。
【００４５】
表３－１：試験例２の供試展着剤の処方一覧
（１）供試展着剤組成物１の組成
・ラピゾールRTMＡ９０(ジアルキルスルホコハク酸Ｎａ、日本油脂社製)　２０重量部
・ペグノールRTMＳＴ－９(ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル１００
％含有、ポリオキシエチレン重合度９、東邦化学社製)　６０重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　１０重量部
・水道水　１０重量部
（２）供試展着剤組成物４
・新グラミンRTM（ポリオキシエチレンドデシルエーテル１０％、ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル１０％、リグニンスルホン酸カルシウム１２％、三共アグロ株式会
社製）　１００重量部
【００４６】
表３－２　試験例２の結果（実施例２、比較例２の評価結果比較）
　［展着剤組成物１　慣行ノズル散布］
・実施例２　画像解析値（面積率）：８７．１％
　　　　　　Ｒ画像目視　　作物表面の全面に蛍光顔料の高濃度の付着が観察される。
・比較例２　目視評価　　　細かな散布粒子がキャベツ全体に付着していた。
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　［展着剤組成物１　ドリフト低減ノズル散布］
・実施例２　画像解析値（面積率）：１５．５％ 
　　　　　　Ｒ画像目視　　作物表面の全面に蛍光顔料の付着が観察される。
・比較例２　目視評価　　　キャベツ中心部分を除き、中葉や下部葉は概ね水滴が広がり
　　　　　　　　　　　　　濡れていた。

　［展着剤組成物４　慣行ノズル散布］
・実施例２　画像解析値（面積率）：１１．４％
　　　　　　Ｒ画像目視　　作物表面の全面に蛍光顔料の付着が観察される。
・比較例２　目視評価　　　細かな散布粒子がキャベツ全体に付着していた。

　［展着剤組成物４　ドリフト低減ノズル散布］
・実施例２　画像解析値（面積率）：　０．８％
　　　　　　Ｒ画像目視　　全体の約５％未満に蛍光顔料が点在している。キャベツの中
　　　　　　　　　　　　　心部分はほとんど付着していない。
・比較例２　目視評価　　　全体的な付着が弱く、下部や中葉で水滴の付着が点在して観
　　　　　　　　　　　　　察された。
【００４７】
　表３－２より実施例２の付着性の数値化では、ノズルの違いによる散布の差、及び展着
剤組成物の組成の差が明確に示された。すなわち慣行ノズルとドリフト低減ノズルの散布
ノズルの違いにより均一付着性で５～１４倍の違いがあることが明示され、また展着剤組
成物１と４で７～１９倍の均一付着性に違いがあることが明示された。展着剤の違いは、
作物表面への均一付着性における界面活性剤の影響を明確に示しており、農薬散布液の付
着状況を客観的数値データで把握できる有効な評価方法であるといえる。また散布機器等
の散布条件と展着剤組成物の作物表面への均一付着性の評価もでき、展着剤組成物１及び
４でのノズル別の差が数値でよく表されている。特に均一な散布能力が高い慣行ノズルで
散布を行った展着剤組成物４と、散布粒子径が大きく付着性に劣るドリフト低減ノズルで
の展着剤組成物１では付着性の数値がほぼ同等か勝るため、展着剤組成物１の均一付着性
に関する有効性を示す好例である。
【００４８】
試験例３：均一付着性試験(ネギ)
　上記の実施例３のネギでの目視評価方法、及び比較例２の付着水滴の目視評価方法につ
いて表１－２に示した展着剤組成物１～５を用いて、作物表面の付着均一性を指標とした
比較試験を行った。散布液は各展着剤組成物３．３ｍＬを水１０Ｌに添加し、良く混合し
調製した。尚、展着剤組成物５に関しては水１０Ｌ当り、１０ｍＬを添加し調製した。散
布方法及び評価方法は実施例３、比較例２に記載の方法に従って実施した。試験結果を表
４－１に、またネギでの均一付着性の評価基準を表４－２に示した。
【００４９】
表４－１　試験例３の結果
供試組成物　　　　　実施例３　　　　　　　　　比較例２
展着剤組成物１　＋＋＋～＋＋＋＋　　　　肉眼では付着状況の判断は困難
展着剤組成物２　　　＋＋＋　　　　　　　肉眼では付着状況の判断は困難
展着剤組成物３　　　＋＋＋　　　　　　　肉眼では付着状況の判断は困難
展着剤組成物４　　　　＋　　　　　　　　肉眼では付着状況の判断は困難
展着剤組成物５　　＋＋～＋＋＋　　　　　肉眼では付着状況の判断は困難

付着性評価基準：デジタルカメラの写真画像より目視判断
表４－２　ネギの付着均一性評価基準
　　評価基準　　　　ネギ表面への付着
　　　＋　　　　　　部分的に付着
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　　　＋＋　　　　　半分程度以上付着
　　　＋＋＋　　　　ほぼ全面に付着
　　　＋＋＋＋　　　全面に均一付着
【００５０】
　表４－１より比較例２の付着水滴の目視評価方法では観察が困難であったネギでの均一
付着性状況が、本発明の実施例３では観察できた。実施例３の評価結果をまとめると、各
展着剤組成物の均一付着性は以下の様に評価できた。
　展着剤組成物１≧展着剤組成物２，３≧展着剤組成物５＞展着剤組成物４
この傾向はキャベツでの付着性と似ているが、興味深いことに展着剤組成物５がネギでは
キャベツに比較して付着性が向上しており、キャベツでほぼ付着性が同等であった展着剤
組成物４の付着性はネギでもあまりよくなかった。これは、作物によって付着性が異なる
点を視覚的に観察できる非常に優れた評価方法であることが確認できた。
【００５１】
試験例４：均一付着性試験（大豆）
　上記の実施例１の蛍光顔料の目視評価方法、及び比較例１及び２の評価方法について表
５－１に示した展着剤組成物１及び４を用いて、作物表面の付着均一性を指標とした比較
試験を行った。散布液は展着剤組成物１及び４は３．３ｍＬを水１０Ｌに添加し、良く混
合し調製した。散布方法及び評価方法は実施例１、比較例２に記載の方法に従って実施し
た。尚、今回使用したノズルは、新広角噴板（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μ
ｍ以下の粒子の合計体積割合が６０％以上（１．０－２．０ＭＰａ））を使用した。その
他条件は実施例１と同様で行った。供試展着剤の処方一覧を表５－１に、試験結果を表５
－２、判断基準を表５－３に示した。
【００５２】
表５－１：試験例４の供試展着剤の処方一覧
（１）供試展着剤組成物１の組成
・ラピゾールRTMＡ９０（ジアルキルスルホコハク酸Ｎａ、日本油脂社製）　２０重量部
・ペグノールRTMＳＴ－９（ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル１０
０％含有、ポリオキシエチレン重合度９、東邦化学社製)　６０重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　１０重量部
・水道水　１０重量部
（２）供試展着剤組成物４
・新グラミンRTM（ポリオキシエチレンドデシルエーテル１０％、ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル１０％、リグニンスルホン酸カルシウム１２％、三共アグロ株式会
社製）　１００重量部
【００５３】
表５－２　試験例４の結果
（１）展着剤組成物１
・実施例１（目視及び写真）　＋＋＋＋＋　（大豆葉の全面に均一に蛍光顔料が付着、ま
た茎の部分の散布方向部分にも付着している様子が観察できた。図２；写真Ｂ参照。）
・比較例１（感水紙）　　　　＋＋＋＋＋　（感水紙のほぼ全面に水滴反応による反応が
みられた。）
・比較例２（目視及び写真）　＋＋＋＋　　（大豆葉の表面全体が濡れた状況、茎部分の
水滴はほとんど観察されなかった）
（２）展着剤組成物４
・実施例１（目視及び写真）　＋＋　（大豆葉の葉脈部分に集中し蛍光顔料が付着。その
他部分には蛍光顔料はほとんど付着していない、茎部分の付着は微量であった。図３；写
真Ｃ参照。）
・比較例１（感水紙）　　　　＋＋＋＋＋　（感水紙のほぼ全面に水滴反応による反応が
みられた。）
・比較例２（目視及び写真）　＋＋＋　　（大豆葉の全体の半分程度が濡れた状況、茎部
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分の水滴は観察されなかった）
【００５４】
　付着性評価基準を表５－３に示した。
　実施例１：デジタルカメラの写真画像より目視判断
　比較例１：感水紙の反応面積を目視判断
　比較例２：作物表面の目視判断
表５－３　評価基準の説明
±　　　　　ほとんど付着／感水紙反応／大豆表面への水滴付着無
＋　　　　　全体の１割程度に付着／感水紙反応／大豆表面への水滴付着あり
＋＋　　　　全体の１－５割程度に付着／感水紙反応／大豆表面への水滴付着あり
＋＋＋　　　全体の５－８割程度に付着／感水紙反応／大豆表面への水滴付着あり
＋＋＋＋　　全体の８割以上に付着／感水紙反応／大豆表面への水滴付着あり
＋＋＋＋＋　ほぼ全体に付着／感水紙反応／大豆表面への水滴付着あり
【００５５】
　表５－２より本発明の実施例１では、比較例１の感水紙では、水滴の反応のみであるた
め、供試した展着剤組成物の付着性の差は全く観察されなかった。また比較例２では肉眼
であるため、微細な水滴の観察は不可能であり、大粒の水滴の付着を概略視る程度であり
、ある程度の展着剤組成物の濡れ性の差がみられたが、その他の観察はできなかった。し
かしながら、蛍光顔料の付着性試験では、具体的な付着性が観察できるため、付着の状況
が十分把握できた。特に、展着剤組成物４では、大豆葉への付着性が弱く、表面ではじか
れ、葉脈部分に蛍光顔料が集まる傾向が強かった。これに対し、均一付着性に優れる展着
剤組成物は、大豆葉表面全体に付着する傾向が強いことが明らかになった。これからも作
物表面への付着性を評価する優れた評価方法であることが確認できた。
【００５６】
試験例５：均一付着性試験(温州ミカン)
　上記の実施例１の蛍光顔料の目視評価方法、及び比較例１及び２の評価方法について表
６－１に示した展着剤組成物１及び４を用いて、作物表面の付着均一性を指標とした比較
試験を行った。散布液は展着剤組成物１及び４は１ｍＬを水１０Ｌに添加し、良く混合し
調製した。散布方法及び評価方法は実施例１、比較例２に記載の方法に従って実施した。
尚、今回使用したノズルは、新広角噴板（商品名、ヤマホ工業株式会社製、１００μｍ以
下の粒子の合計体積割合が６０％以上（１．０－２．０ＭＰａ））を使用した。また散布
水量は２００Ｌ／１０アール量で散布した。その他条件は実施例１と同様で行った。供試
展着剤の処方一覧を表６－１に、試験結果を表６－２、判断基準を表６－３に示した。
【００５７】
表６－１：試験例５の供試展着剤の処方一覧
（１）供試展着剤組成物１の組成
・ラピゾールRTMＡ９０(ジアルキルスルホコハク酸Ｎａ、日本油脂社製)　２０重量部
・ペグノールRTMＳＴ－９(ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ１２～１４）エーテル１００
％含有、ポリオキシエチレン重合度９、東邦化学社製)　６０重量部
・プロピレングリコール（関東化学社製）　１０重量部
・水道水　１０重量部
（２）供試展着剤組成物４
・新グラミンRTM（ポリオキシエチレンドデシルエーテル１０％、ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル１０％、リグニンスルホン酸カルシウム１２％、三共アグロ株式会
社製）　１００重量部
【００５８】
表６－２　試験例５の結果
（３）展着剤組成物１
・実施例１（目視及び写真）　＋＋＋＋＋　（葉及び枝の表面に均一に延びて付着した状
況でほぼ全体に蛍光顔料が付着している様子が観察できた。図４；写真Ｄ参照。）
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・比較例１（感水紙）　　　　＋＋＋＋　（感水紙のほぼ全面に水滴反応による反応がみ
られた。）
・比較例２（目視及び写真）　＋＋＋　　（葉の表面が濡れた状況は観察されたが、枝部
分の水滴による濡れはほとんど観察されなかった）
（４）展着剤組成物４
・実施例１（目視及び写真）　＋＋＋　（蛍光顔料が葉及び枝にまばらに付着した状況で
あった。図５；写真Ｅ参照。）
・比較例１（感水紙）　　　　＋＋＋＋　（感水紙のほぼ全面に水滴反応による反応がみ
られた。）
・比較例２（目視及び写真）　＋＋＋　　（葉の表面が濡れた状況は観察されたが、枝部
分の水滴による濡れはほとんど観察されなかった）
【００５９】
付着性評価基準を表６－３に示した。
　実施例１：デジタルカメラの写真画像より目視判断
　比較例１：感水紙の反応面積を目視判断
　比較例２：作物表面の目視判断
表６－３　評価基準の説明
±　　　　　ほとんど付着／感水紙反応／葉及び枝表面への水滴付着無
＋　　　　　全体の１割程度に付着／感水紙反応／葉及び枝表面への水滴付着あり
＋＋　　　　全体の１－５割程度に付着／感水紙反応／葉及び枝表面への水滴付着あり
＋＋＋　　　全体の５－８割程度に付着／感水紙反応／葉及び枝表面への水滴付着あり
＋＋＋＋　　全体の８割以上に付着／感水紙反応／葉及び枝表面への水滴付着あり
＋＋＋＋＋　ほぼ全体に付着／感水紙反応／葉及び枝表面への水滴付着あり
【００６０】
　表６－２より本発明の実施例１では、比較例１の感水紙では、水滴の反応のみであるた
め、供試した展着剤組成物の付着性の差は全く観察されなかった。また比較例２では肉眼
であるため、微細な水滴の観察は不可能であり、大粒の水滴の付着を概略視る程度であり
、ある程度の展着剤組成物の濡れ性の差がみられたが、その他の観察はできなかった。し
かしながら、蛍光顔料の付着性試験では、具体的な付着性が観察でき、状況が十分把握で
きた。特に、展着剤組成物４では、温州ミカンへの付着性は比較的弱く、表面ではじかれ
、温州ミカンの葉及び枝に蛍光顔料がまばらに付着する傾向が強かった。これに対し、均
一付着性に優れる展着剤組成物では、葉及び枝の全体に付着し、拡展している様子がみら
れた。これからも作物表面への付着性を評価する優れた評価方法であることが確認できた
。
【００６１】
 試験例６：キャベツ葉への農薬有効成分の付着量測定試験との比較 
　コテツフロアブル（（商品名）日本曹達、有効成分；１０％クロルフェナピル）を試験
農薬として表１－２に示した展着剤組成物１、または４に添加し、表５－１に示した農薬
散布液１、または２を調製した。キャベツを対象作物として、実施例１及び比較例３に従
い農薬散布液を散布し、実施例１による均一付着性を指標とした評価試験と比較例３によ
るＨＰＬＣ法による農薬付着量分析試験を実施し、試験結果を比較した。キャベツ葉の分
析箇所は表１－１に従い上葉、中葉、下葉をそれぞれ分析した。
【００６２】
表７－１　供試農薬散布液組成
　薬散布液　　農薬製剤；コテツフロアブル　　展着剤組成物（添加量）　　　希釈水
農薬散布液１　５ｍＬ(散布液濃度；50 ppm）　展着剤組成物１（３．３ｍＬ）　１０Ｌ
農薬散布液２　５ｍＬ(散布液濃度；50 ppm）　展着剤組成物４（３．３ｍＬ）　１０Ｌ
【００６３】
　クロルフェナピルのキャベツ葉付着量（比較例３）とキャベツ葉均一付着性（実施例１
）の評価結果を表７－２に示した。
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表７－２　実施例１と比較例３の評価結果比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比較例３　　　実施例１
農薬散布液　　ノズルタイプ　　供試展着　　　分析　　付着量　　　付着性（目視）
　　　　　　　　　　　　　　　剤組成物　　　箇所　（μｇ／ｇ） 
農薬散布液２　　　慣行　　　展着剤組成物４　上葉　　２．１８　　　＋＋＋
農薬散布液２　　　慣行　　　展着剤組成物４　中葉　　１．９９　　　＋＋＋＋
農薬散布液２　　　慣行　　　展着剤組成物４　下葉　　２．４０　　　＋＋＋＋＋
農薬散布液２　ドリフト低減　展着剤組成物４　上葉　　０．１０　　　＋
農薬散布液２　ドリフト低減　展着剤組成物４　中葉　　０．７７　　　＋＋
農薬散布液２　ドリフト低減　展着剤組成物４　下葉　　０．７８　　　＋＋
農薬散布液１　ドリフト低減　展着剤組成物１　上葉　　２．３９　　　＋＋＋
農薬散布液１　ドリフト低減　展着剤組成物１　中葉　　３．８６　　　＋＋＋＋＋
農薬散布液１　ドリフト低減　展着剤組成物１　下葉　　１．３２　　　＋＋＋＋＋
【００６４】
　本願の均一付着性評価方法に関する実施例３と農薬付着量分析方法である比較例３は、
農薬散布液において異なる観点の評価方法である。表７－２より実施例１と比較例３では
農薬散布液と散布ノズルの違いにおいて、均一付着性と農薬付着量でほぼ一致する結果の
傾向が見られたが、検体の分析箇所（葉部位）において均一付着性と農薬付着量が相関し
ない点が見られた。すなわち、比較例３では作物表面にどのような分布をしているかは全
くわからず、全体の葉から抽出した分析値であるのに対し、実施例１では農薬散布液の付
着の分布や均一性に関する情報が得られる点で異なっており、農薬散布対象農作物に対し
均一に分布し付着する性能を満たす農薬製剤及び／または農薬基材及び／または展着剤を
含む農薬散布液を開発するための、有用な評価方法であると判断される。
【００６５】
　以上、試験例１～６をもって、本願に関する蛍光顔料検出による実施例１～３の評価方
法と、比較例１（感水紙法）、比較例２（付着水滴法）、比較例３（ＨＰＬＣ付着含量分
析法）の既存散布評価方法の評価結果を比較した。その結果、実施例評価方法と比較例評
価方法とは得られる結果は同一ではないことが示された。比較例１は主として散布機器の
液拡散状況の評価方法であり、また比較例３は付着含量を評価するものであり、本願の評
価方法とは評価観点が全く異なると言える。比較例２評価方法は、本願と評価観点を同じ
くした方法であるが、水滴検出が困難な検体または部位があり、また水滴の蒸発により評
価検体が経時的に変化してしまう問題があり、評価検体に種類及び数量が限定され、かつ
正確性に欠ける評価方法であった。本願に関する蛍光顔料検出による農薬散布液の均一付
着性に関する評価方法は、農薬散布液の散布分布及びその付着状況を高感度で検出でき、
対象農作物表面積当りに散布付着している農薬散布液を簡便に比較評価できる方法である
。また画像処理方法を用いることにより、均一付着性を数値データとして表現することが
できる点で、従来評価方法に無い優れた評価方法であると言える。この方法は対象農作物
に高い均一付着性を有する農薬散布液の組成最適化、または高い均一付着性を有する農薬
製剤、農薬基材、展着剤のそれぞれの処方設計のための評価方法として有用である。
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